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地方独立行政法人化！ 

もっとよりそう都立病院へ 

 

 

 

※会場前にて検温と手指のアルコール消毒   

   を実施いたします。 

 
 
※当日は千葉県産ブルーベリーを使用した 

    特製ジャムを数量限定販売予定です。 

どうなるコロナ専門病院開設！？ 

未だに支部には何の説明もありません 

 
独法化で私たちの給料はどうなるのか？  

 都立・公社病院独法化の計画は、新型コロナの感染前

に計画されました。従って「新法人の人事給与制度原案

について」もコロナ禍の影響は全く考慮されていませ

ん。経営本部の打ち出してきた独法化のイメージは、「機

動的な病院経営により収益を上げ職員の労働条件を向

上させても人件費率は上げない」というものでした。し

かしコロナ禍により、このような病院経営は成り立たなくなりました。それにもかかわらず、計画を再考す

ることもせず、コロナ禍などなかったかのように、人事給与制度のeラーニングを進める経営本部の態度

は非常に不誠実なものです。 

 独法化を経営本部に答申した都立病院経営委員会に設置された、「『今後の都立病院の経営力向上に向

けた取組』に関する検討部会」では、アドバイザーの一人が以下のように発言しています。「診療報酬がさら

に厳しくなるという中で独法的なことを考えるというのは、それはかなり覚悟していただきたい。というこ

とは、独法でダメであれば民営化しかなくなるわけですね。」(17年 検討部会第1回議事録 14P) 

 感染収束の目途もたたない中で、多くの病院が赤字に苦しんでいます。そんな中で病院経営が赤字にな

れば後は民営化しかないような独法化を進めていいのでしょうか。 

 「原案」には、私たちが望んでいた夜勤手当のアップなどが盛り込まれていますが、望んでもいない「7月

昇給」や、更に厳しい成果主義賃金の導入が盛り込まれています。財政的裏付けのないプランを信じてしま

うと、望んでもいないマイナスばかりが押し付けられる可能性があります。 

 8月7日の知事の発表か

らもうすぐ一か月。そこで

働くのは都立・公社の職

員とされているにも関わら

ず、未だに支部には説明

がありません。本当に10

月にオープンすることなど

できるのでしょうか。転勤

を命じるならもうタイムリ

ミットは過ぎています。 
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病院支部 
定期大会 

日程: 10月30日（金） 

会場: 文京区民センター 

開始時間: 13時（仮） 

ブラックジャックによろしく 佐藤秀峰 


